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（1） 児童虐待相談 5 年で倍増 児相 2020 年度   

警察情報が半数 

＊2020 年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は 205，044

件。 

＊1990 年度の統計開始以来、一貫して増え続けており、初めて 20 万件を超

えました。 

・2015 年度からの 5 年間で倍増。 

＊警察から提供された情報が半数。 

＊心理的虐待が 121，334 件で全体の約 6 割。 

・身体的虐待は 24%、ネグレスト（育児放棄）は 15%。 

（2022 年 8 月 12 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

（2） 障がい者の運動実施率 向上  2021 年調査 

           子ども・若者「4 割超」に 

＊スポーツ庁の 2021 年調査によると、障がい者自身が運動・スポーツを実

施している割合は「週に 1 回以上」（成人）が 31%。 

・2020 年に比べて 6.1 ﾎﾟｲﾝﾄ増加。 

・子どもや若者（7~19 歳）は特に顕著で、41.8%と同 13.9 ﾎﾟｲﾝﾄ伸びてい

ます。 

 



＊一般都民の意識調査では、、障がい者スポーツに「関心がある」と答えた

人は 38.9%。 

・東京パラリンピック開催前と比べ、8.3 ﾎﾟｲﾝﾄ増。 

（2022 年 8 月 24 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

（3） シニアの住まい  健康なうちに介護に備え 

☆サービス付き高齢者向け住宅（サ高住） 

＊民間企業が自治体に登録して運営する賃貸住宅。 

＊バリアフリー設計、安否確認サービスなどが特徴。 

＊ほとんどのサ高住が食事も提供。 

＊全国のサ高住の入居時費用の相場は 198,000 円。 

・入居時費用ありの場合の月額費用の相場は 168,000 円。 

☆有料老人ホーム 

＊食事提供や家事支援などのサービス。 

＊全国の有料老人ホームの入居時費用の相場は 594 万円。 

＊要介護状態になった場合に住み続けられるかどうか。 

・自立した人向けの施設では、要介護度が高くなると退去を求められる場合

も。 

＊要介護度が高い人が多い施設に自立した人が入居すると、施設の雰囲気に

なじめないなどの問題が生じることも。 

☆特別養護老人ホーム 

＊費用は安いものの、原則として要介護3以上でないと入居できない。 

＊入居希望者が多くてなかなか秋が出ない。 

☆ケアハウス 

＊自治体や社会福祉法人などが運営。 

＊居住地域などの条件を満たす必要。 

（2022 年 8 月 26 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

（4） 命守る点字 整備進まず  踏切内、全国 8 か所のみ 

踏切外と勘違いか 視覚障がい者が事故死 

＊白杖に加え、点字ブロックは足裏の感触から踏切内にいることや進行方向

が分かるため安心感が増します。 

＊ＪＲ7 社と大手私鉄 16 社の路線をまたぐ踏切は計 25,496 箇所。 



・8 月 26 日時点での踏切内のブロック設置例は大阪府に 4 か所、東京都と

三重県、奈良県、兵庫県に各 1 か所の計 8 か所。 

＊従来のバリアフリーに関する指針は、歩道上などの点字ブロックは設置が

必要だとする一方、踏切内については個別に言及していませんでした。 

＊国交省は 6 月、指針を改定。 

・踏切の手前に加え、踏切内に点字ブロックの取り付けを促し、鉄道事業者

と自治体に内容を周知。 

・指針は踏切の内外がわかるようブロックを異なる形式にすることを求めて

いますが、具体的なデザインは現時点で決まっていません。 

☆誰が設置するか 

＊道路法は踏切などについて、道路管理者と鉄道事業者に利益をもたらし一

定の線引きを設けるのが難しいとの立場から、工法や費用負担は「両者が協

議する」と定めます。 

＊こうした規定は踏切内の点字ブロックにも適用される。 

＊各国に広がった点字ブロックは 1960 年代、岡山県で初めて設置。 

歩行訓練 指導役足りず  ホームから転落 35%経験 

＊国内の視覚障がい者は、2016 年時点で 312,000 人と推計。 

＊国土交通省が 2020 年に約 300 人から回答を得た結果によると、35%が駅

のホームから転落した経験を持ちます。 

・全体の半数近くがホームでの歩行訓練を受けていません。 

＊視覚障がい者らの生活訓練をする機関に所属し、白杖を使った歩き方など

を指導している「歩行訓練士」は 186 人（20204 月時点）。 

（2022 年 8 月 28 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

（5） 「学童保育」空き待ち 15%増 東京 23 区今春   

放課後小学生受け入れ  共稼ぎの親 就業に壁   

政府のゼロ目標未達 

＊厚生労働省と文部科学省は 2018 年からの子育て支援計画で、全国の学童

の待機を 2022 年 3 月までにゼロとする目標。 

＊2021 年 5 月の全国の学童施設数は 26，925 箇所と 5 年前から 3000 箇所

あまり増え、利用者は 25 万人ほど増えて 1,348,275人。 

＊職員の確保も課題。 

・2021年 5月時点で職員の 64.5%は非常勤。 



☆学童保育 

＊働く親が家を留守にしている放課後の時間に小学生を預かる施設。 

＊自治体やＮＰＯ、民間企業が運営。 

＊午後 6 時半以降も開いている施設は、2021 年 5 月で全体の 6 割近く。 

＊料金は自治体が運営する場合で月 3000~7000 円ほど。 

・民間の施設は 2 万円を超えるケースが多く、10 万円程度まで幅広い。 

保育所は待機児童大幅減 全国昨春 5600 人  初めて 1万人下回る 

＊保育所の待機児童は全国的に減少傾向。 

＊全国の待機児童数は 2021年 4月時点で 5634人。 

・6割（3516人）が首都圏や近畿圏など都市部に集中。 

（2022 年 8 月 29 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

 

（6） 待機児童、5 年で 1/9  

最少の 2944 人、子育て環境改善  「隠れ待機」なお 6 万人 

＊希望しても保育所などに入れない「待機児童」が減っています。 

・2022 年 4 月 1 日時点で 2944 人と、直近のピークだった 2017 年の 9 分の

1 程度に。 

＊2022 年 4 月 1 日の待機児童は前年から 2690 人減り、1994 年に調査を始

めて以来の過去最少 4 年続けて更新。 

・都市部で大きく減りました。 

・全国の市区町村のうち 85.5%はゼロに。 

＊定員数は 2021 年度に 31,627 人増え、2022 年 4 月で 3,227,110 人に。 

＊自宅やオフィスに近い保育所に断られて利用をあきらめるといった事例

は、待機児童とみなされません。 

・「隠れ待機児童」は 2022 年 4 月で 61,283 人。 

＊1 歳児と 2 歳児の受け入れも課題。 

・待機児童の 77.2%を占めます。 

・1 歳児と 2 歳児は保育利用率が 2014 年の 35.1%から 2022 年には 56.0%

に。 

・保育のニーズが強いことが待機児童につながっています。 

＊一部の地方では保育所に空きが出始めました。 

・保育施設の定員数に対する利用者数の割合は、全国で 89.7%。 

 



保育全入 目前に  安全性や利便性 質向上に軸足を 

＊2001 年に「待機児童ゼロ作戦」を掲げてから 20 年余り。ようやく保育全

入が目前に。 

＊今後は保育士の配置の増加や保護者の利便性向上など、量から質への転換

が重要。 

＊保育所等を利用する児童数は、前年比で初めて減少。 

＊全国の市区町村の保育需要の見込みや施設の整備計画によると、来春にも

待機児童はゼロになる見通し。 

＊国の配置基準では、4~5 歳児は保育士 1 人が 30 人をみます。 

・英国やフランスでは 3 歳児以上の場合、1 人で見る人数は 15 人以下。 

＊地方のみならず都市でも定員割れで経営難に陥る保育所が増えると想定

され、少子化に対応したモデル作りは不可欠。 

（2022 年 8 月 31 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

今月の福祉用具－福祉住宅改修の基礎知識 

住宅改修に取り組む基本姿勢 

①高齢者や家族の話をよく聞いて、住宅改修のニーズを把握します。 

＊生活目標や生活ニーズを的確に把握します。 

②住宅改修の目的は、高齢者本人の日常生活の自立度や利便性を高めること。 

＊介護者の介護軽減にも大きな効果をもたらすことを認識します。 

③介護保険制度や、地方公共団体の住宅改造費補助事業等に熟知します。 

④障害のある高齢者や進行性疾患のある高齢者の住宅改修は、疾患の特性を理

解して予後の状態をも考慮します。 

＊必要に応じて、医師や理学療法士・作業療法士にも相談に乗ってもらいます。 

（参考：福祉住境コーディネーターテキスト＆福祉用具専門相談員研修用テキスト・介護用品カタログより） 

 

 

 

 


